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平成３０年度第１回千葉市入札適正化・苦情検討委員会 議事録 

 

 

１ 日 時  平成３０年８月２４日（金） 午後１時３０分～午後３時３０分 

２ 場 所  契約課工事入札室（本庁舎５階） 

３ 出席者  （委 員） 

大川委員、大久保委員、坂根委員、望月委員、渡部委員（５０音順） 

（事務局） 

宮本資産経営部長、立石契約課長、小林技術管理課長、鈴木契約課長補佐、 

福島契約第一班主査、武元技術調整班主査 

４ 議 題 

（１）入札・契約制度について 

（２）報告事項 

ア 平成３０年度の入札・契約制度の改正 

イ 指名停止状況について 

（３）審議事項 

各入札方式における契約手続の審議（８件） 

５ 議事の概要 

（１）委員長の選任について 

   委員の互選の結果、渡部委員に決定。 

（２）議事録署名人について 

渡部委員長の指名により、大川委員と望月委員に決定。 

（３）委員長の職務代理者について 

 渡部委員長の提案により、委員長に事故があるときは、直近の委員会で抽出委員だっ

た委員がその職務を代理することに決定。 

（４）入札・契約制度について 

事務局から、平成３０年度の入札・契約制度及び入札実施状況について説明後、質疑

応答。 

（５）平成３０年度の入札・契約制度の改正、指名停止状況について 

事務局から、平成３０年度の入札・契約制度の改正内容、平成２９年４月から平成 

３０年３月までの指名停止状況について報告後、質疑応答。 

（６）各入札方式における契約手続の審議について 

大久保委員から、抽出工事８件の抽出理由を説明。 

１ 制限付一般競争入札「下水道施設改良工事（高洲３０－１工区）」 

２ 制限付一般競争入札「調整池フェンス改修工事（六方調整池３０－１工区）」 

３ 制限付一般競争入札「南部浄化センター汚泥消化タンク電気設備工事」 

４ 制限付一般競争入札「真砂７４号線舗装改良工事（美２９－１）」 
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５ 制限付一般競争入札「中瀬幕張町線外１歩行空間整備工事（美２９―１）」 

６ 指 名 競 争 入 札「下水道排水施設工事（若松２９－１工区）」 

７ 指 名 競 争 入 札「千葉市立若松小学校トイレ改修工事（その１）」 

８ 随 意 契 約「ＪＲ蘇我駅自由通路昇降機設備改修工事」 

事務局から入札方式ごとに各工事を説明後、委員会で審議。 

（７）次回の審議対象抽出委員について 

渡部委員長の指名により、坂根委員に決定。 

６ 会議経過（発言の要約） 

 

（１）入札・契約制度について 

 

○渡 部 委 員 長  早速ですが、平成３０年度第１回千葉市入札適正化・苦情検討委員会の

議題に入ります。事務局から、入札・契約制度について、説明をお願いし

ます。 

 

○鈴木契約課 長補佐 （入札・契約制度について説明） 

 

質疑・応答 

 

○渡 部 委 員 長  ただいまの説明について、何かご質問等ございますか。 

         無いようですので、次に事務局から、報告事項について説明をお願いい

たします。 

 

（２）平成３０年度の入札・契約制度の改正、指名停止状況について 

 

○鈴木契約課 長補 佐 （入札・契約制度の改正、指名停止状況について説明） 

 

質疑・応答 

 

○渡 部 委 員 長  ただいまの説明について、何かご質問等ございますか。 

         「特定建設工事共同企業体への発注基準額の引き上げ」にて舗装工事の

対象金額が１億円から２億円に引き上げられておりますが、平成３０年度

に発注予定件数はどの程度ありますか。 

 

○鈴木契約課 長補 佐  平成３０年度において該当工事はありませんが、平成２９年度では１億

円以上の工事を３件発注しております。 

         元々、土木工事と舗装工事は、同額の基準でしたが、土木工事のみ数年
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前に検討を行い、金額を引き上げ、今年度、舗装工事も合わせて引き上げ

を行いました。 

 

○渡 部 委 員 長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようですので、次に議題となっています各入札方式における契約手続

の審議に入らせていただきます。 

 

（３）各入札方式における契約手続の審議について 

 

○渡 部 委 員 長  今回の案件の抽出者であります大久保委員に、抽出理由の説明をしてい

ただきます。 

         それでは案件１について、説明よろしくお願いします。 

 

○大 久 保 委 員  お手元の資料３を使って説明させていただきます。 

１ページ目をご覧ください。 

今回は、平成３０年１月１日から６月３０日までに執行した一般競争入

札１２５件、指名競争入札１８件、随意契約１件を合わせた１４４件の契

約案件の中から、審議対象案件を８件抽出しました。 

発注工事の特徴については、次の２ページ目に示されているとおりでし

た。 

これらの発注工事の特徴を踏まえ、４ページ以降に示されている発注工

事の一覧の中から抽出しております。 

それでは、３ページ目をご覧ください。 

工事名「下水道施設改良工事（高洲３０－１工区）」は、総合評価落札方

式（特別簡易型(実績育成タイプ)）による制限付一般競争入札方式で執行

し、入札金額が高い業者が低い業者を逆転し、同評価値抽選を行った案件

であるため、抽出しました。 

 

○渡 部 委 員 長  それでは、事務局から案件１について、説明をお願いします。 

 

○鈴木契約課 長補 佐 （案件１についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○渡 部 委 員 長  案件１について、何かご質問等ございますか。 

 

○大 久 保 委 員  発注方式にて総合評価落札方式（特別簡易型(実績育成タイプ)）を採用し

ていますが、実績育成タイプというのは具体的にどのような要件を加えた

ものなのでしょうか。 
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○小林技術管理課長  実績育成タイプは、「若手技術者の配置」に係る評価項目を加えている

一方、「特別簡易型」で加点している「同種工事の施工実績」、「配置予

定技術者の施工経験」を評価項目から除外しております。これは、経験や

実績の少ない若手技術者や企業に施工機会を与えることにより「技術者の

人材育成」、「企業の技術力育成」、「業界の活性化促進」を図ることを

目的に導入しております。 

 

○大 久 保 委 員  実績育成タイプというのは、今年度どのくらいの実績があるのでしょう

か。 

 

○立 石 契 約 課 長  今年度は、４月から６月までで、総合評価実施件数２５件に対して特別

簡易型（実績育成タイプ）は５件発注しております。 

         例年、特別簡易型（実績育成タイプ）は、総合評価実施件数に対して、

２～３割実施しております。 

 

○坂 根 委 員  総合評価落札方式結果調書の評価項目の配点の中に０点がありますが、

これは評価の対象にしないということで０点になっているのでしょうか。 

 

○小林技術管理課長  本工事は特別簡易型（実績育成タイプ）となっておりますので、工事成

績評定点の実績や配置予定技術者の工事成績評定点の実績は、加点評価し

ないことから、０点となっております。 

 

○坂 根 委 員  「事故及び不誠実な行為」で配点が－１点になっている業者がいますが、

これはどういったことで－１点になっているのでしょうか。 

 

○小林技術管理課長  こちらは減点対象の項目となっておりまして、指名停止月数×１点が減

点される仕組みとなっております。 

当該業者は過去に１か月の指名停止を受けているため－１点となってお

ります。 

 

○渡 部 委 員 長  配点が０点となっている「工事成績評定点の実績」「配置予定技術者の

工事成績評定点の実績」は、実績育成タイプではなく、特別簡易型では加

点されるということでよろしいでしょうか。 

 

○小林技術管理課長  そのとおりでございます。 

         また、先ほどの質問に対する補足ですが、実績育成タイプで、「工事成

績評定点の実績」「配置予定技術者の工事成績評定点の実績」につきまし

ては、過去４カ年度間の評定点の平均点が６０点未満であれば減点対象と
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なり、６０点以上であれば減点はされず０点になるという仕組みになって

おります。 

 

○渡 部 委 員 長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようですので、続きまして案件２について、大久保委員から抽出理

由の説明をお願いします。 

 

○大 久 保 委 員  それでは、お手元の資料３の３ページ目をご覧ください。 

工事名「調整池フェンス改修工事（六方調整池３０－１工区）」は、専門

業種育成のための入札で執行した案件であるため、抽出しました。 

 

○渡 部 委 員 長  それでは、事務局から案件２について、説明をお願いします。 

 

○鈴木契約課 長補 佐 （案件２についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○渡 部 委 員 長  案件２について、何かご質問等ございますか。 

 

○大 久 保 委 員  本案件で適用されている専門業者育成のための制度の利用は年間どれく

らいあるのでしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  平成 28 年度は 8 件、平成 29 年度は 6 件、平成 30 年度は 6 月末時点で

1件発注しております。 

件数については、執行予定額１千万円以下の案件の概ね２分の１を目安

に試行するようにしております。 

 

○大 久 保 委 員  専門業者育成のための制度を利用する案件としない案件で想定業者数に

どれくらい差が出るのでしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  フェンス工事につきましては、制度を利用した場合は５４者、利用しな

い場合は７７者となっておりまして、２３者の差が出ております。 

 

○大 久 保 委 員  本案件において最低制限価格を下回る入札をした業者が多いがその理由

は何だと考えられますか。 

 

○立 石 契 約 課 長  フェンスの材料単価は、物価本から算出しており、材料メーカーや型番

によって単価が異なるため、最低制限価格を下回る業者は安い単価を採用
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したと思われます。 

 

○坂 根 委 員  最低制限価格を下回った者がこれだけ多いということは予定価格が割高

だったとは考えられませんか。 

 

○立 石 契 約 課 長  市では積算基準に基づき物価本から設計金額を算出しておりますが、工

事費のほとんどがフェンスの材料費となっておりますので、最低制限価格

を下回った業者は、自社が施工できる最安値のフェンスで算出して入札し

たため予定価格から乖離したものと考えております。 

 

○坂 根 委 員  最初にご説明あった入札・契約制度の「２ 最低制限価格制度」で最低

制限価格は直接工事費の９７％、共通仮設費の９０％、現場管理費の９０％、

一般管理費の５５％の合算額、もしくは合算額が予定価格の１０分の９を

超えた場合は１０分の９とする、とありましたが、施工難易度の高い工事

ならともかく、今回のように既製品を設置するだけの工事で、材料の品質

を満たしていれば、ここまで最低制限価格の割合を高くしなくてもよろし

いのではないでしょうか。 

         制度で決まっていることかもしれませんが、競争性が低下してしまって

いるようにも感じられます。 

 

○渡 部 委 員 長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようですので、続きまして案件３について、大久保委員から抽出理

由の説明をお願いします。 

 

○大 久 保 委 員  それでは、お手元の資料３の３ページ目をご覧ください。 

工事名「南部浄化センター汚泥消化タンク電気設備工事」は、総合評価

落札方式（特別簡易型）による制限付一般競争入札方式で執行した大手選

定案件で、申請者少数の１者入札であるため、抽出しました。 

 

○渡 部 委 員 長  それでは、事務局から案件３について、説明をお願いします。 

 

○鈴木契約課 長補 佐 （案件３についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○渡 部 委 員 長  案件３について、何かご質問等ございますか。 

 

○大 久 保 委 員  本案件は対象業者をどれくらい想定していたのでしょうか。 
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○立 石 契 約 課 長  本案件は、大手案件であり電気工事の格付Ａに登録のある市内業者２者

を想定しましたが、２者では競争性が確保できませんので、地区区分を準

市内まで拡大し、準市内業者を２７者、計２９者を想定しておりました。 

 

○大 久 保 委 員  本案件では、入札が１者しかありませんでしたが、入札が少ない理由は

何だと考えられますか。 

 

○立 石 契 約 課 長  本工事は、下水処理場の監視制御設備を含むプラント電気設備の新設を

行う特殊性のある工事であり、自動運転のソフトウェア開発にあたり下水

汚泥処理に関する専門知識が求められることが入札参加者数の少なかった

原因と考えております。 

 

○渡 部 委 員 長  先ほど、想定業者が２９者いるとおっしゃいましたが、結果的に施工で

きる業者が１者しかいなかったということでしょうか。 

 

○鈴木契約課 長補 佐  電気工事と言いましても、照明を設置するような電力だけを考えれば良

い工事であれば、参加業者は多くおりますが、プラント系の電気工事とな

りますと、既存のシステムと連携する関係で設置できるシステムが限られ

てしまいますので、我々ができると想定していた事業者の中でも、参加の

ハードルは高く、結果的に１者の入札となったと考えております。 

 

○渡 部 委 員 長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようですので、続きまして案件４について、大久保委員から抽出理

由の説明をお願いします。 

 

○大 久 保 委 員  それでは、お手元の資料３の３ページ目をご覧ください。 

工事名「真砂７４号線舗装改良工事（美２９－１）」は、発注時期の平準

化で執行し、くじ引き落札制限による無効業者を除いて同値抽選を行った

案件であるため、抽出しました。 

 

○渡 部 委 員 長  それでは、事務局から案件４について、説明をお願いします。 

 

○鈴木契約課長補佐 （案件４についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 
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○渡 部 委 員 長  案件４について、何かご質問等ございますか。 

 

○大 久 保 委 員  平準化におけるくじ引き落札制限の適用は年間どのくらいあるのでしょ

うか。 

 

○立 石 契 約 課 長  舗装業種では平成２９年度に１７件の適用がありました。 

 

○大 久 保 委 員  平成２８年度から試行となっていますが、いつまで試行期間とするので

しょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  平準化発注件数の増加に伴い、平成２８年度より試行導入しております

が、まだ適用件数が少ないことから当分の間、続けていきたいと考えてお

ります。 

 

○大 久 保 委 員  入札調書をみると２３者が最低制限価格と同額の入札となっていますが、

舗装業種というのは、ある程度価格を予測しやすいのでしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  当市では、積算基準及び最低制限価格の算出割合を一般公開しているこ

とに加え、建設局発注の土木工事等については、見積徴収した設計単価、

および歩掛についても設計図書と併せて配布していることから、積算力の

ある業者であれば最低制限価格の算出が可能であると考えております。 

 

○坂 根 委 員  予定価格は事後公表でしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  事後公表でございます。 

 

○坂 根 委 員  予定価格が事後公表でありながら、ここまで正確に予定価格を算出でき

るものなのでしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  本案件は舗装工事となっておりまして、舗装工事ですと施工内容も他の

業種に比べて単純なので積算はしやすいと思われます。 

 

○鈴木契約課長補佐  金無しの設計書を配布しておりますので、単価がわかっていれば、そこ

から直接工事費は算出でき、共通費の率も計算できるようになっておりま

すので、積算能力のある業者であれば予定価格を算出できると考えており

ます。 

 



 ９ 

○渡 部 委 員 長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようですので、続きまして案件５について、大久保委員から抽出理

由の説明をお願いします。 

 

○大 久 保 委 員  それでは、お手元の資料３の３ページ目をご覧ください。 

工事名「中瀬幕張町線外１歩行空間整備工事（美２９―１）」は、再々発

注で、総合評価落札方式（特別簡易型）による制限付一般競争入札方式で

執行した案件であるため、抽出しました。 

 

○渡 部 委 員 長  それでは、事務局から案件５について、説明をお願いします。 

 

○鈴木契約課 長補 佐 （案件５についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○渡 部 委 員 長  案件５について、何かご質問等ございますか。 

 

○大 久 保 委 員  ２回不調になったということですが、１回目の入札はどのような入札方

式で行って、入札不調となった理由を教えていただけますでしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  １回目の入札は総合評価落札方式（特別簡易型）による制限付一般競争

入札方式で実施しました。 

         不調となった理由ですが、契約した場合、概ね１２月下旬から１月初旬

に工事を開始することになり、年末年始の技術者・作業員確保が困難であ

ると受注者側から判断されたためと考えております。 

 

○大 久 保 委 員  １回目の入札は入札者がいなかったのでしょうか。 

 

○鈴木契約課 長補 佐  入札者はおりましたが、枠内の入札はありませんでした。 

 

○大 久 保 委 員  ２回目の入札はいつ、どのような入札方式で行って、入札不調となった

理由を教えていただけますでしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  方式を指名競争入札に切り替え、平成２９年１２月１５日に開札を行い

ましたが、１回目と同じく枠内の入札がなかったため不調となりました。 

         不調となった理由ですが、工期末が平成３０年３月１８日までとなって

おり、仮に受注したとしても工期が２か月強しかなく、さらに年度末の繁
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忙期と重複することを危惧されたためと考えております。 

 

○望 月 委 員  今回の入札で辞退者が多いのですが、この辞退者は１，２回目の入札で

も入札参加しているのでしょうか。 

          

○鈴木契約課 長補 佐  一部の業者は１，２回目の入札にも参加しておりました。 

          

○渡 部 委 員 長  今回の予定価格は１，２回目の予定価格と同額なのでしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  １，２回目は同額ですが、今回は若干金額が上がっております。 

 

○渡 部 委 員 長  １回目の開札時の設定工期はいつだったのでしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  平成３０年３月１８日までです。 

 

○渡 部 委 員 長  先ほど、発注時期が年末年始だと技術者、作業員の確保が難しいとお 

っしゃりましたが、３回目は開札が平成３０年３月２７日となっており 

ます。その時期であれば、支障はないのではないでしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  ３回目は年度末になりますので、この時期も工事が集中し入札参加がし 

づらかったと考えておりますが、工期が１２０日間に延び、警備員を増員 

し、金額を引き上げたことによって落札につながったと考えております。 

 

○坂 根 委 員  本案件は、総合評価落札方式（特別簡易型）となっておりますが、先ほ

ど説明ありました「南部浄化センター汚泥消化タンク電気設備工事」も同

型式になっており、評価項目に違いがあります。 

         評価項目を選択するにあたって、どういった基準で設定されているので

しょうか。 

 

○小林技術管理課長  「南部浄化センター汚泥消化タンク電気設備工事」は大手選定案件とな

っておりまして、災害等協力者名簿の登載や災害活動・ボランティア活動

などは千葉市限定の実績を評価することから全国規模の大手企業に対し評

価項目に設定しても効果が低いと考えられるため、評価項目から除外して

おります。 

         評価項目の中の選択項目については工事担当課にて工事内容から判断し

て選定しております。 
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○渡 部 委 員 長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようですので、続きまして案件６について、大久保委員から抽出理

由の説明をお願いします。 

  

○大 久 保 委 員  それでは、お手元の資料３の３ページ目をご覧ください。 

工事名「下水道排水施設工事（若松２９－１工区）」は、再発注で、予定

価格事前公表の指名競争入札で執行し、１者入札で落札率の高い案件であ

るため、抽出しました。 

 

○渡 部 委 員 長  それでは、事務局から案件６について、説明をお願いします。 

 

○鈴木契約課 長補 佐 （案件６についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○渡 部 委 員 長  案件６について、何かご質問等ございますか。 

 

○大 久 保 委 員  １回目の入札で不調になったということですが、不調の内容について教

えていただけますでしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  制限付一般競争入札で執行しましたが、参加５者中４者が辞退、１者が

未入札で不調となりました。 

 

○大 久 保 委 員  今回の入札でも辞退者が多数いるのですが、その理由は何だと考えられ

ますか。 

 

○立 石 契 約 課 長  本工事は、国道での施工となり、道路占用許可に時間を要することや３

月１日～３１日の１か月間は国より工事による渋滞を防止するため、車線

規制を伴う路上工事を規制する道路工事抑制期間で不稼働日が出ることを

業者から懸念されたため、辞退者が多かったと考えております。 

 

○坂 根 委 員  予定価格の変更はあったのでしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  予定価格の変更はありませんでした。 

 

○坂 根 委 員  ご説明の中で、施工条件が厳しいため辞退者が多かったとありましたが、

今回は２回目の入札で決まったから良かったと思うのですが、このような

工事は１回目の入札時の辞退者に聞き取りを行って施工条件や価格の見直

しなどを図ることも重要なのではないでしょうか。 
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○渡 部 委 員 長  国道での工事で、３月１日～３１日の年度末は道路工事抑制期間でその

ことを懸念され、辞退者が出たとありましたが、それは行政側もわかって

いたことではないでしょうか。 

         このように緊急性のある工事であれば、もう少し前倒しして発注すれば

良かったのではないでしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  本工事は、計画的な工事ではなく、突発的な工事であるため工期が厳し

いものになってしまいました。 

 

○渡 部 委 員 長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようですので、続きまして案件７について、大久保委員から抽出理

由の説明をお願いします。 

 

○大 久 保 委 員  それでは、お手元の資料３の３ページ目をご覧ください。 

工事名「千葉市立若松小学校トイレ改修工事（その１）」は、再発注で、

予定価格事前公表の指名競争入札で執行し、１者入札の案件であるため、

抽出しました。 

 

○渡 部 委 員 長  それでは、事務局から案件７について、説明をお願いします。 

 

○鈴木契約課 長補 佐 （案件７についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○渡 部 委 員 長  案件７について、何かご質問等ございますか。 

 

○大 久 保 委 員  １回目の入札で不調となった原因は何でしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  学校のトイレ改修工事は学校運営をしながらの居ながら施工であり、ト

イレ工事であるため一度に全てのトイレを施工できません。 

         そのため、工事サイクルを２期、３期に渡って工事しなくてはならない

ので施工期間は長くなりやすく、その割には工事規模が小さいので、不調

につながっているのではないかと考えております。 

 

○大 久 保 委 員  １回目の入札にて、入札者はいたのでしょうか。 

 

○鈴木契約課 長補 佐  入札はありましたが、枠内の入札はありませんでした。 

 



 １３ 

○大 久 保 委 員  １回目に入札した業者は２回目の指名競争入札で指名されているのでし

ょうか。 

 

○鈴木契約課 長補 佐  指名しております。 

 

○大 久 保 委 員  その入札者が２回目の入札で落札したのでしょうか。 

 

○鈴木契約課 長補 佐  その入札者は辞退し、別の者が落札しました。 

 

○大 久 保 委 員  工期は１回目と２回目で変更ありましたか。 

 

○鈴木契約課 長補 佐  １回目と２回目は、変わらず１８０日間でした。 

 

○渡 部 委 員 長  同時期に他のトイレ改修工事も発注されたと思いますが、入札状況はど

うだったのでしょうか。 

 

○鈴木契約課 長補 佐  本工事は今年度の第１回審査会にて発注したのですが、この際、トイレ

改修工事を同時に９本発注しております。 

         Ａランクが３本、Ｂランクが６本ありまして、Ａランクは全て落札され

ましたが、Ｂランクは４本不調となりました。 

         不調だった工事は、全て指名競争入札に切り替えて発注しました。 

 

○渡 部 委 員 長  Ａランクが決まって、Ｂランクが決まらない理由は何か考えられるので

しょうか。 

 

○鈴木契約課 長補 佐  元々、建築工事はＢＣランクが不調になりやすく、そのため今年度より

Ｃランクを廃止にしたのですが、それでも一部、今回のような施工条件が

厳しい工事は不調が出やすい状況になっております。 

 

○渡 部 委 員 長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようですので、続きまして案件８について、大久保委員から抽出理

由の説明をお願いします。 

 

○大 久 保 委 員  それでは、お手元の資料３の３ページ目をご覧ください。 

工事名「ＪＲ蘇我駅自由通路昇降機設備改修工事」は、一者随契で執行

し、落札率の高い案件であるため、抽出しました。 
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○渡 部 委 員 長  それでは、事務局から案件８について、説明をお願いします。 

 

○鈴木契約課 長補 佐 （案件８についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○渡 部 委 員 長  案件８について、何かご質問等ございますか。 

 

○大 久 保 委 員  今回はエレベータの改修工事であるから、中央エレベーター工業しか施

工ができないということでしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  昇降機はメーカー各社が一体のシステムとして独自に開発しているため、

使用機器や部品が各社毎に異なっており、既設昇降機を設置したメーカー

以外では施工不可能なため随意契約をしております。 

 

○大 久 保 委 員  エレベータの設置自体は競争入札で行っているのでしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  競争入札で行っております。 

 

○大 久 保 委 員  今後もこのエレベータの修理等に関しては随意契約で行うということで

しょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  随意契約で行います。 

 

○渡 部 委 員 長  エレベータの耐用年数は何年くらいなのでしょうか。 

 

○立 石 契 約 課 長  メーカーによって耐用年数が違うため、正確には申し上げられません。 

 

○渡 部 委 員 長  他に何かご質問等ございますか。 

無いようでしたら、以上で各入札方式における契約手続の審議を終わら

せて頂きます。 

 

○立 石 契 約 課 長  本日は長時間にわたり慎重な審議をありがとうございました。次回は、

１１月に開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

以 上 
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